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告 示 

 

三重県告示第 314 号 

身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第 1 項の規定により、次のとおり医師を指定しました。 

令和 8 年 5 月 7 日 

  三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

医療機関の名称 所 在 地 医 師 氏 名 担当する障害分野 

三重県厚生農業協同連合会 
三重北医療センターいなべ総合病院 

いなべ市北勢町阿下喜 771  菅沼 峻一郎 肢体不自由 

国立大学法人 

三重大学医学部附属病院 
津市江戸橋 2-174  鳥羽 修平 心臓機能障害 

国立大学法人 
三重大学医学部附属病院 

津市江戸橋 2-174  山内 孝 心臓機能障害 

 

三重県告示第 315 号 

身体障害者福祉法施行令（昭和 25 年政令第 78 号）第 3 条第 2 項の規定により、次のとおり指定医師から指定

の辞退がありました。 

令和 8 年 5 月 7 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

医療機関の名称 所 在 地 医 師 氏 名 

医療法人 はまゆうクリニック 四日市市楠町北五味塚 1448-1 磯野 誠司 

独立行政法人国立病院機構 
三重中央医療センター 

津市久居明神町 2158-5 森川 正和 

高芝眼科クリニック 四日市市諏訪栄町 6-3 愛汗ビル 4 階 益田 尚典 

三重県立志摩病院 志摩市阿児町鵜方 1257 番地  村田 博 

三重県立志摩病院 志摩市阿児町鵜方 1257 番地  嶋崎 正晃 

三重県立志摩病院 志摩市阿児町鵜方 1257 番地  丸井 伸行 

 

三重県告示第 316 号 

 次の組合の内水面における第五種共同漁業権の免許に係る遊漁規則の一部変更認可については、漁業法（昭和

24 年法律第 267 号）第 170 条第 3 項の規定により、次のとおり認可しました。 

  令和 8 年 5 月 7 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  漁業権者の名称及び住所並びに漁業権の免許番号 

  大内山川漁業協同組合 

度会郡大紀町崎 2167 番地 

  三重内共第 13 号 

2  遊漁規則の変更内容 

  次のとおり 

  「次」は省略し、三重県農林水産部漁政課に備え置いて、告示の日から令和 8 年 6 月 4 日まで縦覧に供しま

す。 

3  変更後の遊漁規則の施行の日 

  令和 8 年 4 月 22 日 

 

三重県告示第 317 号 

 次の組合の内水面における第五種共同漁業権の免許に係る遊漁規則の一部変更認可については、漁業法（昭和

24 年法律第 267 号）第 170 条第 3 項の規定により、次のとおり認可しました。 

  令和 8 年 5 月 7 日 
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三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  漁業権者の名称及び住所並びに漁業権の免許番号 

  雲出川漁業協同組合 

津市美杉町竹原 32 番地 4 

  三重内共第 2 号 

2  遊漁規則の変更内容 

  次のとおり 

  「次」は省略し、三重県農林水産部漁政課に備え置いて、告示の日から令和 8 年 6 月 4 日まで縦覧に供しま

す。 

3  変更後の遊漁規則の施行の日 

  令和 8 年 4 月 22 日 

           

                  

公 告 

                  

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 18 項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任

の届出がありました。 

  令和 8 年 5 月 7 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

 伊賀町土地改良区（伊賀市新堂字一本木 55-1） 

 退任理事 

 伊賀市柘植町 4723 番地 1  中 川 和 史 

  〃    〃  3530 番地 2   宮 脇 照 巳 

  〃    〃  6105 番地  平 野 和 久 

  〃   〃  1776 番地 1  辻 本   健 

  〃   〃  496 番地    岡 山 博 文 

  〃   〃  7528 番地    山 本 敏 一 

〃   〃  8914 番地の 1    杉 野 敏 隆 

    〃 野村 252 番地 2   安 岡 泰 志 

    〃 中柘植 1130 番地  宮 田 素 行 

 〃 下柘植 2711 番地   城 出 憲 一 

    〃 小杉 413 番地    増 田 雅 己 

    〃  〃 1808 番地   澤 井 邦 央 

    〃 愛田 1080 番地   武 田 哲 郎 

    〃 下柘植 4300 番地   谷 本 和 夫 

    〃  〃  1798 番地   柘 植 高 司 

〃  〃  1997 番地   髙 嶋 壽 康 

〃  〃  13 番地 1   髙 井 康 永 

〃 楯岡 449 番地  大 井 正 男 

〃 新堂 1285 番地   水 岡 正 和 

〃 御代 659 番地   竹 内 博 之 

〃 柏野 269 番地   稲 森 孝 司 

〃 西之澤 698 番地  仲     敏 

〃 川西 1306 番地  金 谷 滝 男 

〃  〃 76 番地   塚 脇 道 久 

〃 川東 1836 番地 1   界 外 貞 男 

〃  〃 1696 番地  丸 山 正 春 

〃 山畑 1590 番地   亀 井 良 一 

〃 山畑 1119 番地    谷 口   剛 
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  退任監事 

伊賀市柘植町 7525 番地   内 田 明 良 

  〃 楯岡 79 番地      山 本 善 弘 

  〃 西之澤 440 番地   辻 本 義 樹 

 〃 西湯舟 2877 番地  吉 田 具 示 

 就任理事 

伊賀市柘植町 4621 番地       山 本 祥 史 

〃   〃  3514 番地  田 中 康 博 

〃   〃  6105 番地  平 野 和 久 

〃   〃  2136 番地  辻 本 康 典 

〃   〃  278 番地  福 森 章 裕 

  〃   〃  7153 番地  亀 井 安 之 

  〃   〃  8914 番地の 1    杉 野 敏 隆 

    〃 野村 252 番地 2  安 岡 泰 志 

    〃 中柘植 1130 番地  宮 田 素 行 

  〃 上村 840 番地  中 島 茂 雄 

    〃 小杉 1748 番地  澤 井 康 弘 

    〃  〃 1438 番地     服 部 吉 治 

    〃 愛田 218 番地       服 部 道 宏 

    〃 下柘植 4293 番地   谷 本 吉 彦 

    〃  〃  1635 番地       中 島 忠 嗣 

    〃  〃  2477 番地        杉 本 正 信 

    〃  〃  635 番地      松 島 秀 生 

    〃 楯岡 144 番地     山 本 泰 生 

〃 新堂 350 番地    平 嶋 康 裕 

    〃 御代 681 番地          前 澤 和 也 

    〃 柏野 246 番地 2       山 﨑   晃 

    〃 西之澤 698 番地       仲     敏 

〃 川西 1306 番地    金 谷 滝 男 

〃  〃 360 番地    居 附 龍 作 

〃 川東 1869 番地     界 外 健 一 

〃  〃 1696 番地     丸 山 正 春 

〃 山畑 1166 番地     中 林   強 

〃  〃 1566 番地    福 島 正 明 

〃 川東 1657 番地     南 出 和 美 

就任監事 

伊賀市小杉 1578 番地   宮 田   勉 

  〃 下柘植 1580 番地 2      藤 森 正 明 

  〃 西之澤 687 番地       池 町 弘 樹 

〃 西湯舟 2877 番地    吉 田 具 示 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更したいので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 17 条第 1 項の規定により、次のとおり当該

都市計画の案を公衆の縦覧に供します。 

 なお、当該都市計画の案については、都市計画法第 21 条第 2 項において準用する同法第 17 条第 2 項の規定に

より、縦覧期間満了の日までに三重県に意見書を提出することができます。 

  令和 8 年 5 月 7 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  都市計画の種類及び名称 

  伊勢都市計画道路 
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   3・3・15 号豊川浦田線 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  都市計画の案の縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策課、伊勢市都市整備部都市計画課、 

伊勢市二見総合支所生活福祉課、伊勢市小俣総合支所生活福祉課、 

  伊勢市御薗総合支所生活福祉課、伊勢市立伊勢図書館及び伊勢市立小俣図書館 

4  縦覧期間 

  令和 8 年 5 月 7 日から令和 8 年 5 月 21 日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行  三  重  県 

三重県津市栄町 1 丁目 891 

三重県総務部法務課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ https://www.pref.mie.lg.jp/ 

 

令和8年5月7日 三　重　県　公　報 第　716　号

5


